
 70

さらに、より独立性を高くするため、設計会社からの独立性も要求することも考えられるが、これが

必要かは事業の規模や設計会社・建設会社の関係など様々な事情にも影響されると考えられ、今後

更に検討を要する。 

一般的な基準の利用：ＩＳＯ9000 に従った管理を施工者に行わせることによって、工事監理業務の負

担を減らす方法もある。 

建設モニタリングの全体像 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※工事監理は、設計会社が行う場合（上記の図の実線）と、設計会社とは別の会社が行う場合（上記

の図の点線）がある。 

 

②管理者等によるモニタリング 

 

ＰＦＩの場合は、セルフモニタリングが基本となるものの、管理者等が特に重要と考える点につい

ては、管理者等が自らモニタリングを行うべきである。 

 

モニタリングの対象：モニタリングの対象としては、以下のものが考えられるが、以下のうちどれを

対象とするか、あるいはその他の内容も含めるかについては、事案の性質に応じて決定すべきである。 

・完工後の瑕疵発見が困難かつ重要な事項（躯体状況等）等  

・瑕疵があった場合の出戻りの影響が大きい事項（重要な機械設備の出荷検査等） 

  ・施設の安全性に直接関わる事項（天井の振れ止め等） 

・地域の環境保全に大きな影響を与える事項（アスベストを含む旧施設の解体等） 

                                                                                                                                                                     
に融資金融機関が SPC の費用負担でこの任を担う等も考えられる（資金の流れと契約上の作業命令権が利

害関係者に集中していれば、いかなる独立性も保持できないことから、これを切り離す）。 
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